
最近のトピックでは脳卒中も入れたとして、これをそのまま並べるというのも1  

つの考え方ではありますよね。いろんな並びが出てくると、「滞口00」とかい  

って皮膚科の病名みたいに、難しく次から次へと出てくるということが起こり得  

ますが、どうしましょうか。   

一応この並びなのですが、1番と2番は脳卒中と心筋梗塞は非常に重症度・緊  

急度の中でも重要な話だということと、治療にどれだけ早くつなげるのかという  

ことが重要であること。そして、医療計画の中に書き込まれているということが  

ございまして、脳卒中と心筋梗塞を1番・2番に持ってきています。3番の胸痛  

はさすがに心筋梗塞とあまり外れたところに書いても、ぴんと来なくなるだろう  

と思いまして、3番目のほうに挙げました。4番目からは尖は島崎先生の順番に  

沿って、外傷・熱傷・中毒という形になっています。そして、7番と8番はあえ  

てと申しますか、島崎先生のほうでは意識障害のところが次の順番としては入っ  

てきます。胸痛を外しますと、そして、呼吸困難が入ってきます。意識障害と呼  

吸困難というものを考えていくに当たって、さすがにそれは広過ぎるのではない  

かなといって、産みの苦しみで出てきたのが痙攣と喘息でしたので、痙攣と喘息  

は、何か順番がちょっと違和感のあるような形で入ろております。そして、その  

後からまた島崎分類に戻りまして、消化管出血と腹痛という順番になって、先生  

ご指摘のとおり、周産期と乳幼児は落としていると。説明はできるのですけれど  

も、だから何だと言われてしまいそうな説明です。  

座 長どうぞe  

委 員≡ この中にはいわゆる病態疑いということで頓になっている部分と、そのまま症  

’候というのですか、主訴が出ている部分があって、いろんなものがまざっている  

のを並列に書こうするから、順番を決められない原因だろうと思います。病院側  

の立場で言いますと、リストをつくって、こういうことができますよと言うとき  

に、何が大きな根拠になるかといったら、専門的な処置です。救急傷病の多くは  

ほとんどが内科の先生、いわゆる総合内科的な能力で、初診対応していただけま  

すが、しかし、ACS（急性冠症候群）について言えば、直ちに冠動脈カテーテ  

ル検査、いわゆる血管拡張処置ができるかどうかとか、あるいは脳血管障害であ  

れば、その施設においてt－PAをやれるかどうかという、あえて専門的な処置  

が可能かどうかということが重要になってくると思う。そうでないと、リストを  

つくってもほとんどあまり意味のないリストになってしまいます。   

ちなみに、第2回のときにも私どものところでやっている医醸機関リストづく  

りは、どうなっているかというのを説明させていただきましたが、横長の資料「拡  

大MC協議会の概要（堺市二次医療I頚）」の例のように、医療機関側からまずそ  

の病態及びその処置別の収容の受け入れ可否リストを出していただいて、その上  

でつくっていこうと、そうしないと、あまり細かく分けても意味がなかろうとい  

うことになっています。   

資料の3枚日を見ていただければ分かるように、結局は最終的に疾病救急で病  

院リストが必要になってくるのは、循環器救急、特にACSを疑う場合とか、あ  

るいは脳血管障害の中でも特に梗塞をどうやって拾うのかとか、あるいは私ども  

の地域で収容困難と言われている消化管出血でした。特にこれに対しては、当番  

による抜けのない医療機関リストを作りました。その上で、それをどうやって選  

ぶのかといったことを示しました。即ち、緊急度の次は専門性というのか、特典  

事務局  

座 長弓 これは、だから、書き手の思いということになって、例示ですからあまり深く  

i追求しまくるようなことではないような気がしないでもない。ちょっとここはお  

そらく救急隊側は「証拠によって」ということがより強くあるので、おそらく折  

衷することになるのでしょうか。脳卒中についても、脳卒中ってわかるかどうか  

といえば、多分こういうルールに従って判断できるといったって、例えばシンシ  

ナティ病院前脳卒中スケールでやったって、東京での経験では100のうち70  

ですもんね。   

はい。   

あとの30は外れですから。だから、そういう意味ではあまり拘泥する理由は  

ないのですけれども。順番にご意見をお願いします。   

要するにこれは島崎先生のレポートの彼の4疾病・5事業という概念があっ  

て、それを載せながら透かしながら、という形に見えますね。だから、あの4疾  

病・5事業という項立てが大体おかしいのですよね。だから、それと島崎レポー  

トと2つ並べると、どのみち苦しくなる。だから、その2つを併置するのか、こ  

ういうように1つにまとめるのか、そこだけ議論はしておいたはうがいいと思い  

ます。苦労の跡は見えますし、それを入れるべきだと、僕は言った覚えがありま  

すので、それが入っているというように見えます。  

ヨ性というのか、どのカテゴリーに入るかは別にして、その次はこういうカテゴリ 】  

と－で選びませんかという工夫なのです。だから、ガイドラインのほうはあまり細  

とかくなるよりは、少し考え方が伝わるようにしといてやらないと、地域、地域に  

よって医療資源には差がありますし、少しメディカルコントロールに立たれてい  

る先生方にも、考え方に多少違いがあるために、そこはもう少し、結果からいえ  

1ぱ、細かく過ぎないはうがいいのではないかという気はいたします  

座 長そうすると、せっかくの資料なので、3枚日の真ん中のC PA、ACS、脳血  

管障害、消化管とつながっています。その上の外傷とか熱傷とか、そこら辺につ  

いて、ここにはトリアージシート って書いてありますので、シートがあって、そ  

の後に救急隊が行く先についてのリストもお持ちなのですよね。   

よろしいですか。   

はい。  

委 員  

座 長  
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委 員≡ それでは、時間を少しいただいて説明します。まず1ページ目を見ていただけ   

‡ますか。これは先ほどの事務局が説明された資料ともよく似ていますけれども、  

残してきます。下半分にはその後の経過が病院側で記載されて、収集してデータ  

分析に使いたいと思っています。なぜ使いたいかというと、具体的にはまだこれ  

を収集するのにどうするかというのは、現場で、今、議論されているところです。  

したがいまして、先ほどの説明で、専門性及び特殊性といったところに記載され  

ていたのが、私どものトリアージシートで言う真ん中の欄の主訴・症候・症状別  

に書いたところだと、思っていただいたらいいかなと思います。以上です。   

どうもありがとうございました。   

だから、おそらく地域で話をしている具体的な、躍動感に満ちたこういう資料  

を手にすると、そうだよねと。おそらく救急振興財団りころのお話は、外傷・熱  

傷・中毒以下の乳幼児までありますけれども、全国をずっとズームアップして見  

ると、これらの項目について重症度・緊急度について議論しといたほうが、全国  

的なシェアから見ると安全だろうという話だったのでしょう。というようなこと  

で、安田先生、いかがですか、今のリスティングについての事務局の話と、それ  

から、そのもとになった救急振興財団と、それから、今の脳卒中、心臓、腹部と。   

症候別・疾患別いろいろ分けて記載することは、どうしても前回から言ってい  

るグレイゾーンでわからないのがたくさんあるのですね。それを言い出したら切  

りがないので、典型的なものを挙げていくわけですけれども、事務局が言うよう  

に、やっぱり脳梗塞のt－PA治療をどうするかは1つ大きなポイントですし、  

それから、ST上昇伴った急性心筋梗塞にPCIをやって、ダイレクトにPTC  

Aをやってばっと通すとか、そういうことは非常に重要ですから、これを上のほ  

うに持ってくるという発想は非常にいいと思うのですね。それ以外にいろんなこ  

とをガイドラインとして挙げていくことは、典型例を挙げていくのでいいと思い  

ますね。   

それから、この基本は搬送、119番してから柄院到着するまで、全国平均3  

5分以上かかっているというようなのを何とかもう少し早くしよう。早いだけで  

はなくて、適切な医療機関に搬送しようということが目的になってくるわけで、  

その時間短縮を考えたときに、やはり背景にいろいろある患者さん、それから、  

複数の科目にまたがる患者さんですね、この間も妊婦が急性重症膵炎になって、  

千葉県から東京まで運ばれてきたのがありましたですけれども、そういうような  

複合した患者さんを、どうするかということまで言及していかないと、時間短縮  

にはならないのではないかなという気がします。   

今のお話は、最初の単なる緊急性の比較的単純な詣と、それから、専門性並び  

にその後の特殊性を言って、だから、それぞれそういう意味では、例示というこ  

最初に病態あるいは処置別に受けられるリストを提供していただいて、それをリ  

スト化するという作業があります。次に、そのリストが作成された病院に対して、  

どうやって連れていくのだという基準をつくって、消防機関と受け入れる病院の  

両方に納得していただく。実際に搬送という行為があった後、あとはデータの集  

積・分析しましょうというスキームだと思ってください。   

それを具体的にやっていくのに、2枚飛ばしていただいて、先ほどの4枚日の  

「疾病救急トリアージシート」をみてください。これは現場で使うシートだと思  

ってもらって、内因性の疾患のときはこちらを使います。2枚目に次のページに  

は外傷、熱傷の場合に使う外因性の場合です。まず疾病救急で見ていただいたら  

わかるのは、生理学的兆候の異常を評価するために、これは緊急度の高いものを  

スクリーニングするための基準を示しています。これは先ほどの消防庁で示して  

いただいた基準とおおむねw致しています。それでひっかかれば主として救命救  

急センター等に運んでいただいて結構だということです。これで重症度がある程  

度以上である傷病者を先に節い分けすることができれば、次は適切な病態の判断  

をして、適切な処置ができる医療機関に搬送するという概念で、観察内容と医療  

機関選定リストを作成しています。先ほど言いましたように、循環器、脳血管障  

害、出血、手術の必要とする急性腹症ができました。1枚1枚初めは基準を設け  

ていましたが、何枚もシートがあっては、現場ではそれは使えないので、大きく  

網にかける枠だけを1枚のシートにしました。大きな網掛け方式で、これにひっ  

かかれば右手に書いていますC、いわゆる疾病別医療機関リストを活用してくだ  

さいということになります。リストには2番、3番、4番、5番という○番号を  

記載していますが、○番号と一致した病態別医療機関リストがつくられていまし  

て、これを参考に病院選定することになっています。最後の次の次のページにリ  

スト②というのがありますが、これはPCIができる循環器の疾患のリストで  

す。循環器については当番決めなくても通年固定でいけますので、リストの提示  

だけで運んでくださいということになっています。   

一方、リスト①というのは消化管出血ですが、曜日別・時間帯別で作成してい  

ます。というのは、24時間365日埋まらないので、当番病院を指定して埋め  

る必要があるためです。それが右手の当番指定病院①、当番指定病院②というの  

があって、それを集中的に活用していただくというようにしています。   

こういうような形で、私どもは受け入れ側の基準をつくって、先ほど言ってい  

る確認事項というのは、実はこのシートで言うところの真ん中のトリアージシー  

トの中に書いてあるチェック項目が、観察と確認をしたということの意味で救急  

隊がこれを使うことになります。このシートを持って病院に行き、病院にこれを  

座 長  

委 員  

座 長  

∃とでいけば、そんなに複雑怪奇にする必安もなかろうと。ただ、こいつだけは押  

jえろという話だろうと思うのですね。寺澤先生、どうぞ。  

委 員ぎ 今の大体意見と同じなのですけど、地方では結局搬送困難になる可能性のある  
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1救急隊でも判別つくかなと思うのですけれども、そこにさらに重症度・緊急度が  

長高いというような話になってくると、果たしてそれを救急隊がうまいぐあいに、  

l  

巨脚Jできるのかどうかというのがちょっと心配なのです。  

座 長∃ 僕の頭の中ではもうこれから既に離陸してしまって、今言った心筋梗塞や脳卒  

と中について行政が出している何かにプラスして横田先生の分類を加える。それに  

…寺棒先生がおっしゃったようなことを入れたものが、ニこにできているのではな  

l   【いかなと思ったので。拘泥していませんよね、別に先生ご自身が書いた緊急性の  

】高い腹痛とかいうことには。  

事務局弓 えっ…・・・。  

座 長1いや、今おっしやったこちらのものがね、そうは問屋がおろさないよと今おっ  

患者さんというのは、ちょっと都会とは違うこともあって、例えば小児の顔面の  

外傷で形成外科医はきょうどこがやっているのだとか、やっぱり神経精神科の自  

殺の患者さんとか、複数の問題を持った人とか、だから、大枠でその地域の実情  

に合わせた搬送困難になる可能性の高いものに関して、しっかりしたルールづく  

りをしなさいという、その大筋が最初にあって、例としてこういったやり方もあ  

りますよって書いていただかないと、何かこれがそのまま文章でおりてきます  

と、僕の想像では、福井県関係の人がいたら怒られるかもしれませんが、大体、  

病院関係は医務薬務誹、消防は消防防災瓢とか危機対策秋、2つの祝はそれほど  

うまくいっていない。   

だから、こういうのが2つの祝に一気に文書がおりてくると、どっちがリーダ  

ーシップをとって取りまとめをするのか、そこからもめ車が始まります。結局メ  

ディカルコントロール協議会に投げろという諸になって、メディカルコントロー  

ル協議会で何するかというと、我々と消防の人たちの代表の救命士の古参の関係  

の人とか、救急医のちょっと若手の元気のある人たちが、作業部会みたいのをつ  

くって、うちの県ではきっとこういうことが一番問題になるから、指の切断の場  

合にどことどこがOKだとか、何か福井県で問題になりそうな搬送困難事例に関  

して、わりとしっかりしたルールづくりをし、あとはここら辺全然問題なくいっ  

ているではないか、だから、あまりうちで細かいルールづくりは要らないだろう。   

ただ、奥越とい って山のほうの消防とか、若狭湾の消防に行くと、俄然またこ  

こに出てきたやつを利用して、少しルールづくりをうまくやるように背中を押し  

てあげる、きっとこれくらいの作業だと思うのです。ですから、あまりここでそ  

れを頑張って深く突っ込んでかかわり過ぎると、何かこういう例示が出てくると  

「これをやるのか」みたいな感じで、かなり地方は結構混乱してしまうかもしれ  

ない。   

そうですね、症状Aはやっつけた、次はBだ、次はCだとかいってね。わかり  

ました。だから、今言ったような意見を入れて、さらりと品よく、しかし読み手  

からすると「私たちのまちのことを、きちっと考えよう」という話ができるよう  

にしておこうですね、いいですね。   

はい。   

では、そういう意味では・…‥。   

いいですか。   

どうぞ。   

この例示を見ていると、脳卒中疑いだとか、心筋梗塞疑いというのは、それを  

疑えばというところで何となくわかりやすいのですけれども、そのほかのものに  

ついては、例えば重症度・緊急度が高い胸痛だとか、重症度・緊急度が高い腹痛  

だとかいうのが出てくるのですよね。胸痛だとか腹痛ということであれば、まだ  

しゃったので、侠の考えは、もうそれからは離れて、横田先生がおっしやったり、  

安田先生がおっしゃったり、寺澤先生がおっしゃったようなことで、多分ここは  

まとめていけばいいのではないかなと思った。そのように答えたのですが、それ  

でいいのではないか。   

地域の実情に落とすのでいいのだと思います。あとはもういろいろ皆様からい  

ただいて、どの例示がいいかという、そのチョイスだと思っていまして……。   

だから、結局、例示ですから、極めて具体的にはもう大阪の堺で、こういうよ  

うな例示でやっているという話がありましたね。それプラス田舎では、例えば切  

断とかいう話があったり、子どもの顔面外傷なんかも場合によっては問呆引こなっ  

たりし得ると。だから、地域性を持ったところでうまくやってくれやという話に  

なるわけですね。だから、そういうような意味では専門性というところも、今回  

では小児のことと、それから、妊婦のこととがとりあえず出ていますので、これ  

をそのまま書いてしまってもいいとは思います。  

事務局弓 1つだけ、重症度・緊急度が高いというところを入れたところは、一応書いた  

ところとしては、重症度・緊急度が高いというのを地域でどのように判断するか  

Iというのを、決めてほしいなという思いがあります。 L  

座長と それは、だから、堺でやっている横田先生が出してくださったトリアージシー  

′ト、これはそれを言っているわけですよね。だから、こういうようなものを例示  

堅しながら、今言ったようなことを説明していけばおそらくいいのではないかなっ  

臣佐々木委員、そういうようなことでよろしいですね。   

委 員1はい、わかりました。  

／ 座長ほかに何か意見ありますか。いいですか口  

今どこまで行ったのですかね、専門性の子どもと妊産婦は、こういうような分  

j頬でいいですか、どこにあってもいいような気もしますけど。  

それから、その次の特殊性については、開放性骨折も東京で言えば、明け方あ  

たりがかなり難渋するのですよね。  

座 長  

事務局  

座 長  

委 員  

座 長  

委 員  
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委 員  

座 長  

そうですね。   

ちょうど当直の先生が大学に戻るころかという、エアポケットみたいな。そう  

いうようなこともあって、1つ1つ例示を挙げていくとおもしろいと言えばおも  

しろい。これも都会においてはこうだよねということがあるので、こう書いたの  

だとは思いますが…。ご意見ございますか。   

よろしいですか。   

はい。   

開放骨折とかと同じ整形分野ばかりになってしまうかもしれませんが、現場で  

かなり高い精度で疑いがとれて、搬送先見つかりにくいもののもう一つが、脊髄  

損傷の疑いというか…   

脊髄損傷？   

脊髄損傷ですね。   

脊髄ね。   

脊髄ですね、要するに階段が落ちたにしても何にしても四肢が動かないという  

と、これはやはりかなり搬送先決定が難しいことがあって、これもちょっとこの  

並びであればもう一つ、例としてはもしかしたら挙げてもいいかもしれないなと  

思います。   

この17ページの①「医療機能が限られる」というと、確かに限られるといえ  

ば限られるのです。その後、背景があるものについてまた並べていますが、これ  

はこれで先生としては納得的でよろしゆうございます？ この辺も書き手の思  

想が露骨に出るところなので。   

よろしいですか。   

はい。   

先ほど来、地域性とかね、それから、その地域の既にそれまでの伝統といいま  

すか、こういうようにやってきたよということなど、差があると思うのです。し  

たがって、その地域において何が不足し、どのような理由で収容困難なことが起  

こっているか、地域としての特殊性を、先に拾い出す作業をしてから、リスト化  

する必要があると思います。その地域でまずは基礎調査なり従来のデータなり  

で、何が問題なのかということを整理した上で、リスト化しなさいよという、そ  

ういうのがちょっと1行か2行入れていただきたいような気がいたします。   

確かに言われてみればそのとおりですが、だけど、数が出るというより、むし  

ろ関係者が集まって一度議論しておけば、議論によるおおよそのコンセンサスが  

得られるでしょうから、体にしみ込んだ恨みつらみがいっぱいございますので。  

ですから、そういうような観点で、この特殊性の部分をまとめていくと、いいで  

すよね。   

ちょっとよろしいですか。  

座 長  

委 員  

はい。   

今の議論全休を含めてなんですが、この特殊性というのは、ほんとうはもっと  
あると思うのですが、あえてそれをどんどんどんどんリストを増やさないで、現  

場でという考えに僕も賛成です。そして、その場合なのですが、このリストを1  

回つくると、これがもう古文書みたいになるまで、ずっとその地域で使うという  

のは逆に困るわけです。災害医療でもそうでうすが、例えば協定書をつくったり、  

いろいろマニュアルをつくったら1年で1回見直すと、おおむねそういうことは  

やってもらいたいなと思うのです。でないと、もうほんとうに現実と罪離してし  

まって、そういう運用では一番困ると思いますので、ぜひそこだけできれば毎年  

見直すということが、望ましいかもしれないような書き方を入れていただければ  

と思います。   

よろしいですか。   

はい。   

最後にぜひ言っておきたいことです。29ページに3「傷病者の搬送及び受入  

れに関する調査・分析」というところが、3行しか書いてなくて寂しいなという  

気がします。前回捏言したにも関わらず、今回改めてまた資料出させていただい  

たのは、それを言いたいがためです。実は先ほどのこの書式ですけれども、要は  

今までの話を聞いていると、確かに時間的な意味で収容困難は少なくなりました  

というのでは、ほんとうに質が高いのかどうかということはわかりません。要は  

量を片づけたけれども、質は全然は問題としては残っていますよねということに  

なってしまっては、今回の消防法は逆に弊害を生み出すだけにしかならないので  

はないでしょうか。やはり実際に運んだ後はどうだったのかという、そのデータ  

をやはり双方で持ち寄って分析する。そうすると、つくってみたリスト、搬送の  

選定のための基準、やっぱりおかしいよねというところが、必ず出てきますので  

見直していく。   

また、石井先生がおっしやったように、いろんなことを調べると、こういう特  

殊性はこの地域でもうー度やり直さないと、いけないと違うかということ・も見え  

てくると思いますので、29ページの3というのはこ あるいは4にも多少かかっ  

てくるのかもしれませんけれども、このようなところが法文上の中でどこに書か  

れていて、あるいはむしろそこが大事なのだというような文にしないと、後ろの  

ほうに少し出てきているのは、私自身個人的には非常に不満なのです。以上でご  

ざいます。   

今29ページは横田先生からお話しのあったところはそのとおりでして、今ま  

で議論があったように、やはりここの調査の分析についても、消防が持っている  

搬送情報と入った後の医療機関の情報、ここでも議論いただきましたけれども、  

そのマッチングを踏まえた調査・分析が必要だということはそのとおりですの  

座 長  

委 員  

座 長  

委 員  

座 長  

座 長  

事務局  

委 員  
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いうことを書かれると、どこでもこういうものは非常に搬送困難になっているの  

で、何か無理やりこういうものをつくらなければいけないのかなというようにも  

思いがちで、やっぱり実施基準を今回法改正されたのは、あくまでも実施基準と  

いうものをつくることによって解決できる祝題については、これでしっかり迅速  

で円滑な搬送してくださいという意味だと思いますので、そういうことがやっぱ  

りわかるように、何かこの1・2・3の分煩の視点というものを示していただい  

たほうがいいのではないか。   

よくわかります。もう一言で言えば、あくまでもこれは表現するという国語の  

力そのものです。ですから、今宮った精神科的な、または急性アルコール中毒だ  

とか住所不定者を受ける病院の、そんなリストはあるのかといったら、あるわけ  

で、ここはもう少し分量を書くようにしたいと思います。   

あと、もう1点、同じ横田先生からありました特殊性、17ページのところで  

すけれども、あまり決め打ちでやるのではなくて、地域の実態に応じてメインの  

項目をやっていくべきではないかというところは、私どもも全くそのとおりと思  

っていまして、17ページの特殊性のところの4行のところが、まさに地域の実  

態を踏まえて、そこで抽出された分野について、カテゴリーを設けていったらど  

うかということで書かせていただいたのです。ただ、特殊性の部分はそういう形  

だと思うのですけれども、緊急性と専門性の部分については、地域の実態という  

ことも当然あるのですが、それ以前に患者さんの状態に応じてやはりいち早い医  

療の提供が必要だというところは、特殊性よりわかるところはあると思うので、  

そこはある程度方向を示して、いずれにしても、医療事情と全然地域の空気が違  

いますので、そこの分析を踏まえて、見直していくということが必要かと思いま  

すので、そういう思想をしっかりわかるように書いていきたいと思います。   

済みません。   

はい。  

座 長  

はない。ただ、東京の例などを参考にするなら8ページの6号と7号ですか、「受  

r 入医療機関が速やかに決定しない場合の対応等」というところであぶり出されて  

rきます。その中で、そういうようなことが全体としてわかるような表現を、きち  

r つとするということが大事だと私は思いますcですから、これはもう事務局が最  

㌻終に書く文章に当たっては、そう困ることにはならないと思います。で、いいの  

委r員 

座 長 

委 員！今の特殊性のところにこだわって申しわけないのですけど、この例示はちょっ  ですよね。   

はい。   

では、そういうようなことで、特殊性のところも大体議論をさせていただいた  

として、18ページに リストがあります。このリストは「例えばこうですよね」  

ということで、東京の脳卒中のリストをつけたり、その他さっきの横田先生のと  

ころの心臓のリストだとかありましたけど、そういうような、例えば「こんなよ  

うなリストですよ」というものを例示さえすれば私はいいのではないか。だって、  

こういうリストをつくれと言っても、救急医療は地場産業ですから、リストのつ  

くり方はもうその場その場で考えていただくしかありません。そういうことでよ  

ろしいのですよね。   

それから、その次の確認基準もさっき言った観察という諸になる。その時には  

例えば19ページの脳卒中疑いで、例えばシンシナティのスケールでやっている  

という方法は、東京消防庁がこれでとりあえず出発しましたよね。   

はい。   

事務局  

座 長  

とわかりにくいのではないかなという気がしてならないのは、開放骨折とか吐  

血・下血が入っていますよね。これと②というのは全然違う意味のもので、先ほ  

ど来こういったものも地域によって搬送困難になっているからということなの  

ここの議論なんかを詳細に聞いていない、あるいは各地域でどういうこ  

ですが、 とをやっているかということが、念頭にイメージとしてお持ちでない県からする  
と、やっぱり前の緊急性・重症度、それから、専門性というものと特殊性という  

のが、どう違う視点で選ペと言われているのかというのが、わからないといけな  

いと思うのです。そうすると、消化管出血のようなものが前に入っていて、吐血・  

下血が後ろに入っているとなると、何となくわけがわからなくなる。   

よくまた事務局で考えてくださると思うのですけれども、私的には何となくこ  

こには患者さんの症状程度とか、あるいは提供されるべき医塘、その症状程度に  

応じて適切に提供されるべき医療機能がl唄られているというようなこと以外に、  

つまり、どちらかというと、②のようなそういったことと違う事情があって、そ  
の地域の実情を調べてみると搬送困難になっているもので、なおかつ医療機関を  

リストアップしたら解決する見込みあるものを、ここに選び出してくださいとい  

うように示すほうが、わかりやすいのではないかなと思います。あくまでも医療  

機関を分類すると、リストをつくるための分類基準ですよね、分類しても解決し  

ないものについて、ここで選び出しても意味がないところがありまして、実際は  

急性アルコール中毒の患者さんとか、そのリストがつくれればいいですけれど  

も、非常に難しい。精神疾患と何かけがされているところも新しい。でも、こう  

委 員  

座 長  だから、その次の倉敷のような比較的定量性の高いものについては、次のステ  

ヨップで考えるべきなのではないかと√。だから、t－PAのことをより強く意識す  

…ると、この程度には定量的に評価して、搬送の先の医療機関に情報入れて、だっ  

∈たら連れてこいという諸におそらくなるのではないかなという、ピッチャーとキ  

1ヤツチャーのやりとりです。ですから、これも例示で私はやっていくしかないの  

∃ではないかなと思います。   

消防法の改正によって、救急隊の方たちが行う観察の景色が変わるということ  
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∃て、脳卒中はこうですよってわかりやすくというか、みんなにわかりやすくした   
というのが実際だと思うので、ここら辺はどの程度．まで踏み込むか私はよくわか  

∃らない。けれども、さっき言った横田先生の地域でやっているようなトリアージ  

室シート的なものであれば、それはそれでよろしいのではないかなという気もあ  

l  lる。ちょっと意見を。  
委 射 ちょっとよろしいですか。  

スケール程度にはバージョンアップするかもしれないということで、私は理解し  

書ています。ここは何か。  

委 員≡ よろしいですか。  

座 長【はい。  

委 員lここに下線引いてある「伝達基準として設定されているものだけ伝達すればい  

いというものではなく、基本的に総合的に系統立った伝達が必要である」という  

か、おそらく判断が必要である、その判断したことを伝達することが必要である  

ということなのだろうと思うのですけれども、この部分は重要です。とかく非常  

にコンパクトに搬送基準等をつくると、救急隊員に対してちょっと失礼な言い方  

かもしれませんが、どうしても紋切り型で判断してしまって、こうなのだからこ  

う運んできたのだと、ここに書いてあるからというような、きわめて単純な判断  

になってしまいますが、やっぱり傷病者の観察というのはダイナミックに変化も  

していますし、1個の観察だけで決められるものでないハズである。本来、こう  

いうことを、救急救命士は勉強して知っているはずなので、紋切り型に使うので  

はないよという意味で、強調したいところを下線でちょっと喚起しておくという  

ことが重要なのかなという気がします。僕はこういうのは賛成です。   

東京消防庁で言うと、何メートル飛んだからもう救命センター扱いという、い  

つものあのパターンですよね。要するに生理学的にも解剖学的にもあまり変化が  

ないけど、決まっていますからと。だから、そこら辺をもう少し品よく、救急隊  

も心と心が通じるような伝達の方法をということが、多分、必要なのだというよ  

うに思うのです。   

自治体の委員から何かございますか、いいですか。   

はい。   

大丈夫ですか。最後の合意形成基準、確保基準、これは何かというとさっきの  

8ページの図でい くと、「受入れ医療機関が速やかに決定しない場合の対応」、6  

番と7番がある。この7番は別に受け入れが決まらないときというわけではない  

のでしょう。  

ス＿ス＿。   

先ほど横田先生のトリアージシー トは、拝見させてもらいましたけれども、東  

京の場合は観察カード、21ページに紹介されていますが、外傷、疾病、乳幼児  

だとか、熱傷だとか5種頸ほどの観察カードがあって、これは現場で使っていま  

す。その現場でこれを判断するその前提となる活動基準が、疾病ごと外傷ごとに  

ちょっと分厚いものになりますが、一応MC協議会が立ち上がる以前から、専門  

家の先生方にいろいろと協議していただいたものが、一応手持ちとしてございま  

して、その中で、先般、t▼PAの脳卒中に係るプロトコールがMCの協議会の  

中で策定されて、なおかつA病院・B病院の医療機関のリストも同時にでき上が  

ったと。ですから、今後は順次、この協議会、東京の場合、MC協議会を母体に  

協議会という位置づけにしようということで今動いていますが、そのMC協議会  

の中でさらに基準を定めていくというか、検討していくということになると思い  

ます。   

このあたりでとくにご意見、あまりないのではないかなとは思うのです。第4  

号、もうせっかくですから24ページまで行きますと、2番と3番を使って4番  

で実施せよと、こういうからくりでいいのですよね。   

そうすると、2番・3番があるということは、自動的に4番ができ上がるとい  

うことになるのだと思います。4番をやろうと思えば2番と3番とをやれと。こ  

こに「搬送先の選定にあたっては、総合的に判断することが必要である」と書い  

てある。当たり前なのですが、今言ったみたいに2番と3番を上手に利用しなが  

ら、総合的に判断▼しろという話なのですよね。   

はい、そうです。   

やっぱり横田先生が持って来られたものなどを上手に入れ込むと、結構読み手  

としてはわかりやすくなるのではないかなと思います。よろしくお願いします。   

はい。   

伝達基準も4の同時進行というか、嫁入り先を見つけたときに、その嫁入れ先  

に何を言うかという話になります。これも今の東京ではシンシナティのスケール  

を使っていますけれども、少し練れてきたら、場合によっては倉敷病院前脳卒中  

座 長  

座 長  

委 員  

座 長  

事務局1 7番はそのほか何でも必要があれば、決めていいですよということで、例えば  

ということでヘリの要請基準みたいなものを……。   

だから、この8ページの図でいくと、7番の位置はもう少し別のところにあら  

まほしいという感じですか。   

7番はどこにでも入り得るので、一応対応等の中の「等」に入れたというぐら  

いのイメージです。   

そうですか。でも、これは速やかに決定しない場合の対応というのと、それか  

ら、7番のことをちょっと別個に書かないと。   

わかりました。ちょっと7番は自由度をきかせていることだということで、ち  

事務局  

座 長  

事務局  

座 長  

座 長  

事務局  

座 長  

事務局  

31  32   



体的にねらい打ちみたいな形で書くのではなくて、もっとほかの検証・調査以外  

にも意見交換等ありますので、連絡調整という言薬は非常に広いのですけれど  

、この中で調査・分析が入るだろうということで、条文文言で言うと、連絡調  

の中に調査・分析が入っているという整理になります。   

わかりました。ここにはそんなもの入ってないはずだと言う人が、場合によっ  

てはあり得ますか。   

まあ、あるかもしれませんけれども、実際、実施基準をつくるに当たって、現  

実の先ほども話し出ましたが、搬送の実態と医療資源の状況を踏まえてつくると  

うのが本来ですし、PDCAで回していく場合の必須のものですので、そこは  

るということで共有されるのではないかなと思います。   

うですか、わかりました。   

ちょっといいですか。   

済みません、この35粂の8の③・④を読んでいただければ、これは協議会と  

いうのは行政よりちょっと外にあるとしても、必要があると認めるときは、関係  

政機関に対して資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求められるわけ  

ですね。その上ヤ、今度は都道府県知事に対して、必要な事項について意見を述  

べると、これは非常に強い権限だと僕思うのです。ですから、これは要するに県  

庁のどこに対しても資料提供を求めて、最終的にその一番上にある長に意見を述  

べる。述べたものを無視したら、これ大変なことになりますから、専門集団のそ  

この地域に1つしかない組織がやるわけですから、これでかなりのところは担保  

されているのではないかなと思います。   

いや、わかりました。   

条文的にどうですか、法律的に例えば・■…・ 

先生が今おっしゃったのは、この3ページに協議会とは、また実施ルールとあ  

るではないですか。これが極めて重要な・・・‥・。   

3ページはどれの3ページ？   

先生ごめんなさい、この事務局が作成した報告書（案）です。   

ああ、これの3ページ。はい、そうです、そうです。ここに意見具申、協力要  

請と。   

だから、横田先生がおっしやる、横田先生の資料の搬送と診療がこうあって、  

その最後に「検証とフィーバック」という （4）がありますね。この部分は事務  

局がおっしやったところのPDCAを回すことだとおっしやっていて、ここまで  

やろうぜということで、この会はみんな一致団結する熱い心でやっていると思う  

よつと別に配置したいと思います。   

ということで、1～7まで一気に来た。もう一回確認させていただこうと思い  

ますが、28ページまでは大体の景色としては、あらかた共有できたのではない  

かという気がしますが。   

ちょっと1点だけよろしいでしょうか。   

はい。   

先ほど座長さんもちょっと触れられたと思うのですが、第4号のところで選定  

基準のところなのですけど、わかるといえばわかると思うのですが、これはやは  
り観察に基づいて、その上で搬送時間とか、ここに書いているようなことを総合  

的に判断するということで、観察というのが前提になるというのを、ガイドライ  

ンであるのだったら、わかりやすく盛り込んだほうがいいのかなと思います。   

よろしくお願いします。   

はい。  では、29ページ、いつでも前へ戻っていいのですけれども、せっかくですか  
29ページの「受入れに関する調査・分析」について。ちょっと確認なのです  

ど、きょういただいたこの資料、「平成ニ1一一年、第百七十一回国会」とか番  

いてある「関係資料、総務省」とありますが、今言った「受入れに関する調査・  

分析について」というのは、この法律の固まり全体によると、どこにそれが書い  

てあることになるのか、ちょっと教えていただけますか。   

新旧対照条文という、こういう2段になったようなものがあるかと思います  

が、上下2段になったものをごらんいただければと思いますけれども、その中に  

協議会の内容のところが出てまいります。それというのは‥＝・㌧   

何ページですか。   

上下になっているので4ページでございます。4ページ、第35条の8という  

ところで出てきますが、「都道府県は」というところから始まりまして、「実施基  

準に基づく傷病者の搬送及び受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会  

を組織する」となっておりまして、この連絡調整の中に調査・分析というものも  

入ってくると。協議会の任務といいますか、協議会の機能としてそういう調査・  

分析も含めた連絡調整というのが、入っているということになっております。   

この第35条の8というところは、「（以下この条文について「協議会」という。）  

を組織するものとする」と書いてありますよね。   

はい。   

この協議会が調査・分析をするというのはどこに書いてあるのですか。  

「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実胤こ係る連絡網整」というところなので  

すけれども、法律を書くときにもっと「搬送及び受入れの検証」とか「調査」と  

座長  

座 長  

委 員  
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委 員  
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座 長  
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座 長  

事務局  

；のです。けれども、さっきの詣ではないですが、法律を見て「こんなこと書いて  

…ない」ということはないのかということがちょっと心配だったので、それでお聞  1か書く案もあったのですが、個別にあまり細かく検証を行うということとか、具  
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きした次第です。金森委員が前から言われるように現場にこれがおりていくと、  

熱い心なんかもう一切わからずに、単なる国語の文章になってしまいます。国語  

力だけが勝負になりますので。   

いいですか。   

はい。   

石井委員と同じ部分なのですが、さっき③で石井先生おっしゃったように「資  

料の提供」という言葉がございますので、資料の提供というのを、手持ちで既に  

つくっている資料を公開せよということなのか、マッチングとかも含めてこうい  

う資料をつって、提出せよということまで含むのかというところで、行政にちゃ  

んとマッチングした資料をつくって、協議会に提出しなさいということを要請す  

ことができるのであれば、かなり調査権があるのかなと思ったのですけど、こ  

ら辺は法律的に読みとしては資料の提供といった場合にはそういう資料は集  

ていませんから「ありません」と言われれば、それは求められないということ  

とりあえずこのガイドラインでそこまで言っておけば、それを無理やり無視す  

るような都道府県の知事さんは、私はいないとは思う。けれども、法律ではどこ  

までそれを想定しているのかという話になると・‥…。   

③は情報捏供という広い意味の情報とか見解の表明を求めるということです  

ので、「資料の提供、意見の表明、説明その他の協力」ということで、最終的に  

はその他と広く拾っていますので、当然、資料がない場合でも説明を求められま  

すので、その中でつくってくれとかいうこともあると思いますし、目的を達成す  

るために必要な情報を集めるということですから、そこは入るということでいい  

と思います。  わかりました。読み方の作法として？   
今、事務局のほうから言っていただいたとおりだと思いますし、最初から議論  

があったように、こういう調査・分析とかいうのはこの実施基準とか、要するに  

うまく救急の搬送をしようというときに必須の部分ですね。だから、必須の部分  

を法律条文で具体的に文章がないからといって、できないなんてことはあり得な  

いので、そこは今言われたように何かちょっとある意味では、普通では読めない  
ような形で読んでいる、一応それが説明づけなのですけど、基本的な考え方から  
するとそれを排除するということは、あり得ないというように理解していただけ  

れば十分だと思うのです。   

わかりました。本件については私の地元の消防本部はいかんせん年間60万件  

いうことでいいのですよね。   

では、そういうような理解が新しい法律の主旨だということを、今、確認でき  

ました。先ほど来、29ページの3行のところ、この部分を踏まえてPDCAサ  

イクルを回すのだということでやりましよう。検証とフィードバックという、横  

田先生がせっかくつくってくださったこの図をちょっと借用させていただくな  

りして、ここを重たく発信したい。そのように地域に頑張ろうぜというメッセー  

ジを、ぜひ入れていただきたいと思います。よろしくお願いします。いいですよ  

ね。   

はい。   

ちょっといいですか。   

はい。   

あまり荒っぽい話は言いたくなかったのですけど、ちょっとだけ思いだけ、要  

するに政治目標としての2，200億の切り下げというのがあるうちは、ここで何  

を言ってもなかなかできなかったわけですよ。でも、それはもう明瞭に完全にな  

くなったわけですから－、ということは、我々は各地で問題点を洗い出して、問題  

があればこれを全国MCに出して、それでそれを何とか解決しようという作業  

を、このフィードバックが大事だと思うのです。これ全部を押しつけて、あとは  

現地で解決しなさいというように見えますが、そうでないということをやっぱり  

ここで確認しておく必要があると思いますので、無保険者の問撼だとか、国籍が  

どうなっているかとか、終末期医療の搬送をどうするかとか、いろんな問題ここ  

にいっぱい隠れています。それはぜひこれから共有化して、あらわにして、また  

情報発信する、そのフィードバックの作業をぜひ委員長にも共有していただけれ  

ばと思いますので、よろしくお願いします。   

今言われた看とりを目的にした救命救急センターへの搬送というのが、東京で  

も現実には多々あります。それはもう社会の安寧と秩序のためにそうなっている  

しかないのだから、頑張ってやろうぜというのが僕らの現場の景色なのですけれ  

ども、それは社会の安寧と秩序がそれによってようやく守られているという、脆  

弱な状況に今立ち至っていると、そういう話を言ってくださっているわけです。  

そういうようなこともここの受け入れの実施基準の中には、多分含まれるという  

ことになってくるのでしょうね。だから、そういう意味では、日々の生活の中で  

感じていることを、ぜひ上手に入れながら展開していきたいと思います。   

もう時間がないので、最後の都道府県の調整というところがありますが、これ  

は前回、結構国境沿いのところでは、隣とうまくやっているところがいっぱいあ  
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∃もあって、こんなことできるのかという議論をしてきた記憶が少しあります。せ  

盲つかくの消防法改正でガイドラインをつくるのであれば、そこまで踏み込みたい  

！というのはもうそのとおりなのです。とにかく、やりましょう、いきましようと 】  

㌻るという話がたくさんあった。そういうようなところがフリーズ しないように、  

⊇ぅまくその人たちがもっと元気になるような形で、書いてもいいのではないかと  

≡いう話が出ました。  
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ーバーラップしてくるのと、それから、各都道府県によって緊急性・専門性・  

のマルの部分がおそらく大きさが違うのだと思うのです。ですから、考え  

としては、緊急性、それから、専門性・特殊性に対して、今、自分の都道府県  

がどういうアプローチをしているのかというので、この平にいろんな医療機関も  

れ込んで、その中でどこが弱いところなのかということをやっぱりある程度再  

て、そこから付かこういうアプローチをしなさいというような方向性のほ  

イ・巾かご意見ございますか。お願いします。  

委 員≡ 前から申し上げているように私は素人なので、全くわからない中でここにいさ  

∃せていただくこと自体が、少し申しわけない気持ちでいて、だから、これから申  

弓し上げるのは基本的には無視していただくことを前提に、一言だけ言おうと思う  

のですが、これまでの先生方の議論を聞いていると、事務局の方は日本の官僚は  

優秀なので、文章作成のプロだと思いますので、私が心配することはないと思う  

のですが、ここからどうやってさらにこの文章をつくっていくのは、ちょっと私  

自身は事務局が、相当苦労されるのではないかなというのをちょっと感じたので  

す。   

だから、無視していただくことを前提に言うと、例えばですが、これ多分法律  

の条文の説明を入れながら、それが目次になって具体的な基準みたいのも入って  

いるので、何か法律条文の日常用語でない部分のわかりにくさと、何かいろんな  

ご意見がまじっているような感じがしたのです。例えばですけど、一番重要なの  

はここで先生方が日々努力されている、熱い思いと先ほど座長が言われました  

が、そういうものとか基本的な考え方、もしくは法律が改正されたことの基本的  

な考え方を、簡単に最初に「はじめに」みたいな形で説明しておいて、そこの中  

に基準としてこういうものがありますとか、こういうことを決めなければいけま  

せんとかいうのは入れておいていていいと思うのです。   

あと、むしろ実態としては例えば横田先生がやられているような、どういうよ  

うな考え方に基づいてこういうことを、こういう努力をされているかという、具  

体的な地域、地域による基準を具休例みたいなものを何か幾つか例として、もっ  

と濃密に出していただければ、それのほうが例えば堺市でやっていることとか、  

東京でやっているとか、もっと地方で、先ほど先生方が言われたこの地域ではこ  

ういうことぐらいやればいいのではないかというようなのを何か文章化すると、  

いろんなところで何か使えるような文章になって、その中からさらに何か例えば  

調査・分析にせよ何にせよ、前のほうにこういうことが大事なのですと、PDC  

Aを回すことが重要なのですとかいうような、何か基本的考え方と具体例と、と  

いうような何かつくり方みたいなものが1つあるのかというように、私の杷憂だ  

と思うのですがちょっと感じたので、つくり方は事務局のほうにお任せします  

が、何かこのままどうやってこの報告書をつくられるのかというのは、ほんとう  

に大変なのではないかと思ったので、一言だけ余計なことですけど、申し上げさ  

せていただきました。   

どうぞ。   

岩田委員と全く同じです。地方に行くと、僕はすごく気になっているのは、1  

0ページの優先度の書いてあることなのですが、やはり坂本先生もおっしやって  

いましたように、緊急性・専門性・特殊性というものが完全に分かれない、必ず  

うが、何かわかりやすいのかなというような気がいたしました。   

基本的な骨格をつくったその後に、この報告書を利用するに当たってというの  

が前にあったりしてもよい。それから、後ろのほうには資料集がどっと載ってい  

たりとかいうこともあってよい。そういう意味で読み手にやさしいものを、つく  

っていくという話なのだと思います。どうしても厚生労働省の方たちと話をする  

といつも出てくるのは、全国一律のものはつくりようがないと、だけど、それな  

りのものをつくって示さないといけな†、ということをよくおっしやる0確かに言  

葉はそのとおりなのですけど、それで現場ではほんとうに役に立つのかという  

と、実は全国一律のものという話でい きますと、実は役に立たない。だから、結  

局やる人たちは何をやっているかというと、似たような地域ではどうだろうか  

と、例えば東京だと大阪ではどうやっているのだろうかとか、大阪だと福岡や東  

京ではどうやっているのだろうかとか言いながら、お互いに資料を探りながらや  

っているというのが実態になりますので、場合によっては、今言ったように後ろ  

に資料集がついていて、似たような町でこんなようにやっているのだといって  

「まねをしよう」というようなところがあってもよい。そうすると、もうちょっ  

とこの報告書というか、法律を読みながら現場でどうするかの説明書が、余計わ  

かりやすいかもしれませんね。   

どっちにしても、文章の中でわかるというのは上の上ですよね。具体的なもの  

を見てその文章の内容がわかるのは中で、そうでしょう、僕らは症例報告を読ん  

だだけではわからないわけですよね。現場で患者さん見てわかるわけですから。  

座 長  

そういう意味では、読む人々も普通の人でしょうから、だから、普通の人はやは  

り例示を見てわかるというようなことです。そのようにやりたいなという気がい  

たします。こんなところでよろしいですかね、先生。   

ちょっといいですか。  

はい。  

ちょうどいい諸になったので、1年見直しという話をさっき言ったではないで  

すか。だから、そのときに見直す、では、勝手に見直しなさいではなくて、その  

ときには取りまとめたものが非常に大きなファイルが、多分できているはずなの  

ですよ、l回目の作業の。それを実際のいろんなそれに対する反省だとか何かを  

めて共有化すると、そうすると、2年目にはものすごく別な肉厚のものになっ  

座 長  
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ていく。それを5年ぐらいやればかなり、とりあえず使えるかなというような感  

じがあるのです。それでさっき申し上げたので、資料を添付する、それは資料を  

添付というのは今回限りではなくて、実はこの後、ここがというか、事務方がプ  

ラットフォームになって、全国にそれをお配りするという作業が1つあるのだと 思います。   
あと、前文に関しては、これはあくまでテクニカルな作業部会ですから、これ  

は親会議のほうで、こうあるべきだとか、こういうコンセプトだとかいうのはま  

た検討してもいいのではないかと、ちょっとそう思いました。   

親会のほうに、こういうようなコンセプトでもって、文章をぜひ入れ込みたい  

というような提案をすればいいということですよね。   

ええ。   

これも親会のほうにこういうような形での報告書がいく。親会に対する1つの  

報告ということになりますので、そこで肉づけなりが再び起こるというふうに理  

解すればいいのではないかなと思います。   

よろしいですか。   

ありがとうございます。まだまだご議論をいただきたいのですが、これで閉会  

とさせていただきたいと思います。   

本日活発なご意見・ご議論ありがとうございます。9月29日（金）16暗か  

ら銀座会議室で開催したいと思います。皆様に電子ファイルはお送りいたします  
ので、ここはこう変えるようにと、ファクスでももちろん電子媒体でも結構でご  

ざいます。いろんなご意見をいただければ、この29日までにブラシュアップし  

て、またあるいは途中で出せるようであれば皆様方に道元しながら、最終的にま  

とめていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日もあり  

がとうございました。  

局
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座 長【 どうもありがとうございました。  

ー 了   】   
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